
国立研究開発法人土木研究所（法人番号8050005005206）の役職員の報酬・給与等について

Ⅰ 役員報酬等について

1　役員報酬についての基本方針に関する事項

法人の長

理事（寒地土木研究所）

理事

監事

監事（非常勤）

  ②  令和４年度における役員報酬についての業績反映のさせ方（業績給の仕組み及び導入
　　実績を含む。）

　③ 役員報酬基準の内容及び令和４年度における改定内容

　役員の報酬は、土木研究所役員給与規程において、本給、役員特
別調整手当、広域異動手当、通勤手当、単身赴任手当、寒冷地手
当、期末手当及び業績手当とすると定めている。なお、非常勤の役員
は、非常勤役員手当のみである。
　各手当は国家公務員に準拠し、各役員の状況に応じた支給を行っ
ている。
　役員別の本給月額と非常勤役員手当は、以下のとおり。
　　　・理事長　　　　　　　　　　　　　   965,000円
　　　・理事（寒地土木研究所長）　   818,000円
　　　・理事　　　　　 　　　　　　　　　   761,000円
　　　・監事　　　　　 　　　　　　         706,000円
　　　・監事（非常勤）　　　　　          240,000円

  ①  役員報酬の支給水準の設定についての考え方

　令和４年度の改定内容は、令和４年度人事院勧告において令和４
年度適用で改正することとなった一般職の職員の給与に関する法律
等の施工に準拠し、業績手当（年間0.10ヶ月分の引き上げ）の改正を
行った。

当研究所は、土木技術に関する研究開発、技術指導及び成果の普及等に関する業務を担っており、
良質な社会資本の効率的な整備の推進に資する等の法人目的に鑑み、役員報酬水準については、独
立行政法人通則法第５０条の２第３項の規定の趣旨を踏まえ、役員の職責に応じ、国家公務員の給与
を参考としつつ、当研究所の業務の実績を考慮して設定している。

６月及び１２月に支給する業績手当については、役員として在職した事業年度の業務の実績に関す
る評価に応じて支給している。



２　役員の報酬等の支給状況
令和４年度年間報酬等の総額

支給総額 報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円 千円

17,300 11,580 3,404 2,316 （役員特別調整手当） 4月1日 *

千円 千円 千円 千円

14,775 9,816 3,940

294
491
117
117

（役員特別調整手当）

（広域異動手当）
（寒冷地手当）
（通勤手当）

4月1日 ♢

千円 千円 千円 千円

14,542 9,132 3,899
1,461

50
（役員特別調整手当）

（通勤手当） 3月31日 ※

千円 千円 千円 千円

4,167 2,118 1,710 339 （役員特別調整手当） 6月30日

千円 千円 千円 千円

9,243 6,354 1,872 1,017 （役員特別調整手当） 7月1日

千円 千円 千円 千円

720 720
（　　　　）

6月30日

千円 千円 千円 千円

2,160 2,160
（　　　　）

7月1日

注１：「報酬（給与）」欄には現給保障による経過措置額が支給されている場合は、経過措置額換算後の
　　　総額を記入している。
注２：「その他」欄に手当等が支給されている場合は、例えば通勤手当の総額を記入している。
注３：「役員特別調整手当」とは、民間における賃金、物価及び生計費が特に高い地域に在勤する
　　　常勤の役員に支給される手当である。
注４：理事（寒地土木研究所長）は、札幌市に所在する寒地土木研究所に置かれているため、
　　　 寒冷地手当を支給している。
注５：「前職」欄には、役員の前職の種類別に以下の記号を付す。
　　　 退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後
       独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄

その他（内容）

法人の長

前職役名
就任・退任の状況

理事
（寒地土木
研究所長）

理事

監事
（非常
勤）

監事

監事

監事
（非常
勤）



３　役員の報酬水準の妥当性について
【法人の検証結果】

法人の長

理事（寒地土木研究所長）

理事

監事
監事（非常勤）

【主務大臣の検証結果】
　当法人の目的は、土木技術の向上を図り、もって良質な社会資本の効率的な整
備及び北海道の開発の推進に資することである。
　その業務内容に鑑みれば、Ⅰ-1-①で示された役員報酬水準の考え方は、国家
公務員の給与水準を踏まえて定められており、適当である。
　また、Ⅰ-2の報酬実績は報酬水準の設定の考え方に即しており、法人の実績評
価結果に鑑みても、法人の検証結果は適当である。

　理事長は、法人の代表として、その業務を総理し、法人経営に関する最終的な責
任と権限を有するものであるが、当法人は、そのリーダーシップの下、土木技術に関
する研究開発、技術指導、成果の普及等を行うことにより、土木技術の向上を図り、
良質な社会資本の効率的な整備及び北海道の開発の推進を担っており、令和３年
度の業務の実績に関する評価において「研究開発成果の最大化」に向け顕著な取
組状況であるとの評価（A評価）も得ている。また、その報酬水準の設定について
は、Ⅰ-1-①で記載したとおり国家公務員の給与水準を参考にするものとしている
が、Ⅰ-2の結果はⅠ-1-①の考え方を踏まえて国家公務員の指定職俸給表に即し
た報酬実績となっており、妥当であると考える。

　理事は、理事長の定めるところにより理事長を補佐して研究所の業務を掌理するこ
とを職務としており、その報酬水準の設定については、Ⅰ-1-①で記載したとおり国
家公務員の給与水準を参考にするものとしているが、Ⅰ-2の結果はⅠ-1-①の考え
方を踏まえて国家公務員の指定職俸給表に即した報酬実績となっており、妥当であ
ると考える。

　監事は、研究所の業務が適正に行われるよう監事監査を行い、土木研究所の円
滑な業務運営に資することを職務としており、その報酬水準の設定については、Ⅰ-
1-①で記載したとおり国家公務員の給与水準を参考にするものとしているが、Ⅰ-2
の結果はⅠ-1-①の考え方を踏まえて国家公務員の指定職俸給表に即した報酬実
績となっており、妥当であると考える。



４　役員の退職手当の支給状況（令和４年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職

千円 年 月

7,875 5 0 令和４年３月３１日 1.3 ＊

千円 年 月

該当なし

千円 年 月

1,911 2 0 令和５年３月３１日 1.0（仮） ◇

千円 年 月

4,432 5 0 令和４年６月３０日 1.0

千円 年 月

該当なし

注１：「前職」欄には、退職者の役員時の前職の種類別に以下の記号を付す。
　　　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、該当がない場合は空欄。　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後

　独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄にしている。
注２：法人の長については、令和3年度に仮の業績勘案率により算出した支給額6,058千円を
　　仮支給していたが、 令和4年度に業績勘案率が決定したため、確定した総額を記載している。
注３：理事の支給額は、当該役員が在職した期間の業績勘案率が決定されていないため、

「暫定的な業績勘案率（1.0）」により算出している。

５　退職手当の水準の妥当性について
【主務大臣の判断理由等】

区分

６　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

　Ⅰ-１-②記載の業績手当において業績給の仕組みを導入しており、令和５年度以降も、
業務実績を反映した業績手当を支給する。

法人での在職期間

法人の長

監事
（非常
勤）

理事

監事

法人の長

判断理由

理事
（寒地土木
研究所長）

監事

「独立行政法人の役員の退職金にかかる業績勘案率の算定ルールについて」（平成２７年５月２５日総務大臣

決定）等に基づき算出されており適当である。

「独立行政法人の役員の退職金にかかる業績勘案率の算定ルールについて」（平成２７年５月２５日総務大臣

決定）等に基づき算出されており適当である。



Ⅱ 職員給与について
１　職員給与についての基本方針に関する事項

　③　 給与制度の内容及び令和４年度における主な改定内容

２　職員給与の支給状況

　①　職種別支給状況

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

299 47.0 7,957 5,903 113 2,054
人 歳 千円 千円 千円 千円

62 46.4 6,725 4,925 116 1,800
人 歳 千円 千円 千円 千円

237 47.2 8,280 6,160 112 2,120

人 歳 千円 千円 千円 千円

6 44.2 8,859 6,629 142 2,230
人 歳 千円 千円 千円 千円

6 44.2 8,859 6,629 142 2,230

人 歳 千円 千円 千円 千円

46 48.8 4,201 3,141 162 1,060
人 歳 千円 千円 千円 千円

35 50.1 3,261 2,422 109 839

人 歳 千円 千円 千円 千円

11 45.0 7,190 5,423 328 1,767

注１：常勤職員については、在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。
注２：在外職員の区分については、該当者がいないため、表示を省略している。
注３：常勤職員の医療職種及び教育職種、任期付職員の事務・技術職種、医療職種及び教育職種、

再任用職員の事務・技術職種、非常勤職員の医療職種及び教育職種については、該当者がいないため、
表示を省略している。

注４：再任用職員の該当者は1人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれの
あることから、表示を省略している。

注５：非常勤職員の自動車運転手の該当者は2人以下のため、当該個人に関する情報が
特定されるおそれのあることから、表示を省略している。

　①　職員給与の支給水準の設定等についての考え方

事務・技術

研究職種

うち所定内区分

　②　職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方（業績給
　　の仕組み及び導入実績を含む。）

総額
人員

　職員の報酬は、土木研究所職員給与規程により、俸給及び諸手当（扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任
手当、期末手当、業績手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、寒冷地手当、時間外勤務手当、管理
職員特別勤務手当、役職手当及び特殊勤務手当）としており、各手当は国家公務員に準拠し、各職員の状況に応
じた支給を行っている。
　令和４年度の主な改定内容は、令和４年度人事院勧告において令和４年度適用で改正することとなった一般職
の職員の給与に関する法律等の施行に準拠し、業績手当（年間支給月数を0.10ヶ月引き上げ）の改正、また、初
任給及び若年層の俸給月額引き上げの改正を行った。

令和４年度の年間給与額（平均）

常勤職員

うち賞与平均年齢

非常勤職員

事務・技術

研究職種

任期付職員

研究職種

当研究所は、土木技術に関する研究開発、技術指導及び成果の普及等に関する業務を担っており、良質
な社会資本の効率的な整備の推進に資する等の法人目的に鑑み、職員給与水準については、独立行政
法人通則法第５０条の１０第３項の規定の趣旨を踏まえ、職員の職務の特性及び雇用形態に応じた一般職
の職員の給与に関する法律（昭和25年法律第95号）の適用を受ける国家公務員の給与を参考として設定し
ている。

職員の勤務成績評価を行い、業績手当の成績率、査定昇給、昇格の実施に反映させている。



②

注１：①の年間給与額から通勤手当を除いた状況である。以下、④まで同じ。

注２：年齢20～23歳、24～27歳、28～31歳、32～35歳、36～39歳、40～43歳の該当者は４人以下のため、

第３四分位並びに第１四分位の表示を省略している。

注３：32～35歳、36～39歳の該当者は2人以下のため、平均給与額を示す点の表示を省略している。

年齢別年間給与の分布状況（事務・技術職員／研究職員）
〔在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。以下、④まで同じ。〕



③

（事務・技術職員）

平均
人 歳 千円

本部部長 2 - 13,096

本部課長 6 53.5 8,885

16 53.1 7,283

本部係長 18 47.4 6,486

本部主任 9 48.5 5,840

本部係員 11 27.3 4,040

注：本部部長の該当者は４人以下のため、年間給与額の平均のみを記載している。

（研究職員）

平均
人 歳 千円

18 56.5 11,981

41 53.1 10,581

112 48.8 8,158

66 38.3 5,644

注：「本部研究課長」が「本部課長」に相当

④

（事務・技術職員）

夏季（６月） 冬季（１２月） 計
％ ％ ％

52.3 49.9 51.0

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

47.7 50.1 49.0

％ ％ ％

         最高～最低 52.8～40.1 49.8～41.1 55.3～42.8

％ ％ ％

55.4 52.9 54.1

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

44.6 47.1 45.9

％ ％ ％

         最高～最低 49.8～41.1 51.8～43.4 49.5～42.3

（研究職員）

夏季（６月） 冬季（１２月） 計
％ ％ ％

52.9 51.9 52.4

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

47.1 48.1 47.6

％ ％ ％

         最高～最低 59.0～38.9 60.0～43.0 58.3～42.0

％ ％ ％

55.4 53.8 54.6

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

44.6 46.2 45.4

％ ％ ％

         最高～最低 53.2～40.6 52.1～34.6 51.2～39.3

管理
職員

一律支給分（期末相当）

一般
職員

一律支給分（期末相当）

平均年齢

一律支給分（期末相当）

5,285～3,276

6,403～5,538

人員

区分

賞与（令和４年度）における査定部分の比率（事務・技術職員／研究職員）

年間給与額

管理
職員

7,368～4,941

一般
職員

-

10,121～8,284

最高～最低

区分

職位別年間給与の分布状況（事務・技術職員／研究職員）

分布状況を示すグルー
プ

千円

7,996～6,403

一律支給分（期末相当）

本部課長補佐

年間給与額

最高～最低
千円

分布状況を示すグルー
プ

人員 平均年齢

本部研究部長 13,357～10,921

12,098～8,410

9,752～5,760

6,885～3,661

本部研究課長

本部主任研究員

本部研究員



３　給与水準の妥当性の検証等

事務・技術職員

　給与水準の妥当性の
　検証

俸給・諸手当など給与体系は国家公務員の給与と同等の給与となっており、引き続
き国に準じて適正な給与水準の維持が図られるよう取り組む。

―
　国に比べて給与水準が
　高くなっている理由

対国家公務員
指数の状況

内容項目
・年齢勘案　　　　　　　　　      ９２．５

・年齢・地域勘案　　　　　　　　９６．７

・年齢・学歴勘案　　　　　　　  ９２．４

【支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　９５％】
（国からの財政支出額　９，００４百万円、支出予算の総額　９，４７６百万円：令和４
年度予算）
【累積欠損額　０円（令和３年度決算）】
【管理職の割合　１３％（常勤職員数６２名中８名）】
【大卒以上の高学歴者の割合　５３％（常勤職員数６２名中３３名）】
【支出総額に占める給与・報酬等支給総額の割合３３％】
（支出総額１１，４４６百万円、給与・報酬等支給総額３，８２７百万円：令和３年度決
算）

（法人の検証結果）
　当研究所は、土木技術に関する研究開発、技術指導及び成果の普及等
に関する業務を担っており、その給与水準については、Ⅱ-1-①で記載した
とおり国家公務員の給与水準を考慮しているが、Ⅱ-2に記載した事務・技
術職員への支給結果は、Ⅱ-1-①の考え方を踏まえて行政職俸給表に即し
た給与実績となっており、妥当であると考える。

（主務大臣の検証結果）
　当法人の業務目的は、土木技術の向上を図り、もって良質な社会資本の
効率的な整備及び北海道の開発の推進に資することである。
　その業務内容に鑑みれば、Ⅱ-1-①で示された給与水準の設定の考え方
は、国家公務員の給与水準を踏まえて定められており、適当である。
　また、Ⅱ-2の給与実績は給与水準の設定の考え方に即しており、法人の
検証結果は適当である。

・年齢・地域・学歴勘案　　　   ９６．４

講ずる措置



研究職員

４　モデル給与

５　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

　Ⅱ-１-②に記載した業績手当において業績給の仕組みを導入しており、令和５年度以
降も継続する。

講ずる措置
俸給・諸手当など給与体系は国家公務員の給与と同等の給与となっており、引き続
き国に準じて適正な給与水準の維持が図られるよう取り組む。

○　２２歳（大卒初任給、独身） 　　　 　   月額 １８５，２００円　年間給与 ２，７６４，４７９円
○　３５歳（本部主査、配偶者・子１人）　 月額 ３１０，４１６円　年間給与 ５，２３８，２７０円
○　４５歳（本部主査、配偶者・子２人）　 月額 ３７７，８１２円　年間給与 ６，３８６，２１０円

項目 内容

対国家公務員
指数の状況

・年齢勘案　　　　　　　　　      ８９．５

・年齢・地域勘案　　　　　　　　９９．０

・年齢・学歴勘案　　　　　　　  ９０．９

・年齢・地域・学歴勘案　　　   ９９．２

　国に比べて給与水準が
　高くなっている理由

―

　給与水準の妥当性の
　検証

【支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　９５％】
（国からの財政支出額　９，００４百万円、支出予算の総額　９，４７６百万円：令和４
年度予算）
【累積欠損額　０円（令和３年度決算）】
【管理職の割合　２５％（常勤職員数２３７名中５９名）】
【大卒以上の高学歴者の割合　９３％（常勤職員数２３７名中２２０名）】
【支出総額に占める給与・報酬等支給総額の割合３３％】
（支出総額１１，４４６百万円、給与・報酬等支給総額３，８２７百万円：令和３年度決
算）
（法人の検証結果）
　当研究所は、土木技術に関する研究開発、技術指導及び成果の普及等
に関する業務を担っており、その給与水準については、Ⅱ-1-①で記載した
とおり国家公務員の給与水準を考慮しているが、Ⅱ-2に記載した事務・技
術職員への支給結果は、Ⅱ-1-①の考え方を踏まえて行政職俸給表に即し
た給与実績となっており、妥当であると考える。

（主務大臣の検証結果）
　当法人の業務目的は、土木技術の向上を図り、もって良質な社会資本の
効率的な整備及び北海道の開発の推進に資することである。
　その業務内容に鑑みれば、Ⅱ-1-①で示された給与水準の設定の考え方
は、国家公務員の給与水準を踏まえて定められており、適当である。
　また、Ⅱ-2の給与実績は給与水準の設定の考え方に即しており、法人の
検証結果は適当である。

 注：上記の月額及び年間給与は、俸給及び地域手当〔16％〕（22歳を除く。）を基礎に算出。

 注：扶養親族がいる場合には、扶養手当（配偶者6,500円、子1人につき10,000円）を支給。



Ⅲ　総人件費について

令和３年度 令和４年度

千円 千円

(A)
千円 千円

(Ｂ)
千円 千円

(Ｃ)
千円 千円

(D)
千円 千円

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

総人件費について参考となる事項

【役員】

　　　平成25年1月1日以前 104/100

　　　平成25年1月1日～平成25年9月30日   98/100

　　　平成25年10月1日～平成26年6月30日   92/100

　　　平成26年7月1日～平成29年12月31日   87/100

　　　平成30年1月1日～   83.7/100

【職員】

　　　平成25年1月1日以前 　　 －

　　　平成25年1月1日～平成25年9月30日   98/100

　　　平成25年10月1日～平成26年6月30日   92/100

　　　平成26年7月1日～平成29年12月31日   87/100

　　　平成30年1月1日～   83.7/100

Ⅳ　その他

特になし

区　　分

給与、報酬等支給総額
3,716,714

注：前中長期目標期間である令和3年度分と中長期目標期間の開始年度である当年度分を記
載している。

最広義人件費

非常勤役職員等給与

○給与、報酬等支給総額及び最広義人件費の対前年度増減理由
　給与・報酬等支給総額の対前年比-1.8％減、最広義人件費の対前年比＋1.0％増となっている。主
な要因は、退職手当支給額の増によるものである。

○「国家公務員の退職手当の支給水準引下げ等について」（平成２４年８月７日閣議決定）に基づ
き、国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律（平成２９年法律第７９号）に準じて、役職員の
退職給付について、以下の措置を実施した。

　新たに調整率を設けるとともに、次のとおり段階的に引き下げている。

3,652,623

福利厚生費
656,795 658,743

　調整率を退職理由及び勤続年数にかかわらず、全ての退職者に適用するとともに、
次のとおり段階的に引き下げている。

109,861 216,232

5,049,2714,998,965

退職手当支給額

515,594 521,673


